
 

第 17回緑区中山町住居表示検討委員会 

 
 

日時：平成 30年７月 11日（水）
午後３時から 

会場：中山町自治会館 
 

次   第 
 
 
 

１ 開会 
 
２ 議事 

(１) 第二次地区の新町名・新町区域案について   資料１ 
(２) 実施に係る説明会の案内チラシについて    資料２ 
(３) 横浜市住居表示審議会の臨時委員について   資料３ 
(４) 今後の検討委員会の開催について       資料４ 

 
３ 次回以降の検討委員会について(日程調整) 
 
４ 閉会 
 



第二次地区の新町名・新町区域案について 

 

１ 新設する町 

中山五丁目・中山六丁目 

 

２ 新町区域 

新町区域案図の通り 

 

３ 本案の特徴 

・駅前区域を中山四丁目とし、中山町全体で６町とする。 

・町を北から南に並べる。 

・中山四丁目は第一次地区と第二次地区の二回に分けて実施する。 

 

 

 

 

 

第二次地区実施区域案図 

第 17回検討委員会 資料１ 

 

実施後全体図 



平成３０年９月 横浜市からのお知らせ 

 

 

 

 

 
お住まいの地域は、平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇）に住居表示の実施を予定しています。 

つきましては、現在お使いの住所が変更となりますので、住所変更に伴う手続等について、

同封の「住居表示のしおり」に沿って説明します。 

いずれか、御都合の良い日に御参加くださいますようお願いいたします。 

 

１ 会場・日時 

(１) 開催会場 

緑公会堂 講堂（緑区寺山町 118番地） 

※ 説明会に出席の際は、同封の「住居表示の 

しおり」をお持ちください。 

※ 事前の申込みは必要ありません。当日は 

     先着順となります。 
※ 各回定員になりましたら、お手数ですが 

他の開催回に御参加ください。 
※ 会場への自動車や自転車での御来場は、 

お控えください。 
 

 

(２) 開催日時（各回の内容は同じです。） 
 

① 平成３０年９月２３日 （日）  １４時から  

各回 

定員 

５０８名 

② 平成３０年９月２５日 （火） １９時から 

③ 平成３０年９月２７日 （木） １９時から 

④ 平成３０年９月２９日 （土） １０時から 

 

２ 説明内容 

  住居表示実施に伴う住所等変更手続について、「住居表示のしおり」に沿って説明 

します。 

 ■新しい町の名前は、 中山一～四丁目 です。 

 ■住所の表し方 

  <現在の住所>   横浜市緑区中山町○○○○番地○ 

  <新しい住所>   横浜市緑区中山○丁目○番○号 

※ 新しい住所は９月中旬に別途郵送される「通知書」を御確認ください。 

通知書は、住所等変更手続の際に、証明書として利用できます。 

 

緑 区 中 山 町 第 一 次 地 区 の 

住居表示実施について説明会を開催します 

裏面あり 



３ 住居表示実施区域 

  住居表示の対象となる区域は、以下の範囲です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

〇 横浜市 市民局 窓口サービス課 住居表示担当      〇 緑区役所 区政推進課 

TEL ０４５－６７１－２３２０                      TEL ０４５－９３０－２２１７ 

FAX ０４５－６６４－５２９５                      FAX ０４５－９３０－２２０９ 

メールアドレス sh-juukyo@city.yokohama.jp       メールアドレス md-kikaku@city.yokohama.jp 
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平成３０年９月 横浜市からのお知らせ 

 

 

 

 

 
お住まいの地域は、平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇）に住居表示の実施を予定しています。 

現在お使いの住所が変更となりますので、不動産(土地・建物)をお持ちの方は、登記簿

に記載されている、所有者の住所の変更手続が必要になります。 

つきましては、「不動産をお持ちの方の手続」に関する、登記申請書の書き方や郵送に

よる手続方法についての説明会を開催します。 

なお、説明会では、実際に皆さまに申請書を記入していただきますので、各回とも   

「予約定員制」とさせていただきます。お忙しいところ恐れ入りますが、あらかじめ、  

希望される日時を連絡していただき、お越しくださいますようお願いします。 

 

【開催日時・会場】 ※各回とも予約定員制（30名） 
１１月１０日（土） 13 時～ 

中山地区センター 
（ハーモニーみどり内） 

４階 会議室 
※案内図は裏面を参照 

14 時～ 

15 時～ 

１１月１５日（木） 16 時～ 

17 時～ 

18 時～ 

※お車での御来場は、お控えください。 

◇説明会の内容 

不動産の所有者の住所変更手続に必要な「不動産登記申請書」の記入方法 

について御説明します。 
※この手続は、不動産の相続・売買・贈与・抵当権の設定等の事由が発生した時にあわせて

行っても構いません。必要な方のみ参加してください。 

※説明会では、相続や売買契約などに関する相談をお受けすることはできません。 

※手続は法務局で行っていただきます。（説明会は手続が完了するものではありません。） 

◇予約方法について 

あらかじめ、希望される日時を電話・FAX又は Eメールで連絡してください。 
※予約は先着順で受付します。定員に達した時点もしくは、説明会の前日で 

締切とさせていただきますので、御了承ください。 

【予約受付開始日時】１０月２９日（月） ９：００ 予約開始 
【予 約 連 絡 先】横浜市市民局窓口サービス課 住居表示担当 

TEL:045（671）2320・2321  FAX:045（664）5295 

Eメールアドレス： sh-juukyo@city.yokohama.jp 

◇説明会にお持ちいただきたいもの 
・住居表示のしおり ・黒ボールペン ・不動産登記申請書 ・印鑑（認印） 

・通知書（又は住居表示変更証明書）  ※通知書は、９月中旬頃別途郵送されます。 

・所有する不動産に係る権利書（又は登記簿謄本）                         

緑区中山町第一次地区住居表示実施に伴う 

不動産をお持ちの方の手続に係る説明会について 



 

   

【会場案内図】 

〒226-0011 

横浜市緑区中山町 413-４ ハーモニーみどり内（３階受付） 

中山駅（ＪＲ・横浜市営地下鉄グリーンライン）から徒歩７分 

【お問合せ】 

〇 横浜市 市民局 窓口サービス課 住居表示担当      〇 緑区役所 区政推進課 

TEL ０４５－６７１－２３２０                      TEL ０４５－９３０－２２１７ 

FAX ０４５－６６４－５２９５                      FAX ０４５－９３０－２２０９ 

メールアドレス sh-juukyo@city.yokohama.jp       メールアドレス md-kikaku@city.yokohama.jp 



 

横浜市住居表示審議会委員名簿（平成30年１月開催時） 

 

 

    区   分    氏     名            摘       要 

  

 

 

 

学識経験者 

 

 

 

岩E

いわ

A AE谷E

や

A AE伸E

しん

A AE一E

いち

 横浜商工会議所議員 

AE小E

こ

A A E 林 E

ばやし

A AE紀E

のり

A AE子E

こ

 横浜市歴史博物館学芸員 

AE吉E

き

A AE良E

ら

A AE芳E

よし

A AE恵E

え

 日本女子大学 名誉教授 

AE小E

こ

A AE村E

むら

A AE陽E

よう

A AE子E

こ

 弁護士 

AE佐々木E

さ さ き

A AE謙E

けん

A AE一E

いち

 土地家屋調査士 

 

 地域住民組織の 

 代表者 

AE町E

まち

A AE田E

だ

A AE栄E

えい

A AE子E

こ

 横浜市消費生活推進員 

AE網E

あ

A AE代E

じろ

A AE宗四郎E

そうしろう

  横浜市町内会連合会 

 

 

 関係行政機関及び 

 公共的団体の職員 

AE小E

こ

A A E 林 E

ばやし

A A E 敦 E

あつし

  横浜地方法務局首席登記官 

AE伊E

い

A AE東E

とう

A A E 聡 E

さとし

 神奈川県警察横浜市警察部長 

AE石E

いし

A A E 渡 E

わたり

A AE成E

しげ

A AE敏E

とし

 日本郵便株式会社横浜港郵便局長 

 

臨時委員（任期：当該事項審議終了まで） 

 

地域代表者 
AE相E

あい

A AE原E

はら

A AE磯E

いそ

A AE光E

みつ

 緑区中山町住居表示検討委員会会長 

第17回検討委員会 資料３ 

 



今後の検討委員会の開催について 

 
第二次地区の新町名案・新町区域案の決定をもって、緑区中山町の住居表示に係る

主要事項の検討は終了となります。 
今後の検討委員会開催（開催する場合は開催時期）についてご検討をお願いします。 
なお、開催しない場合、地元への配布物や進捗状況については、委員の皆様に郵送

でお知らせいたします。また、予定外の事態が生じた場合には、検討委員会の開催を

お願いします。 
 
１ 第一次地区のスケジュール等について（予定） 

 第一次地区(平成 30年度実施) 配付物等 委員会検討事項 

平成 30年７月 ― ― 
地元説明会のお知

らせチラシ 

平成 30年８月 実施の告示 ― ― 

平成 30年９月  住居表示実施に関する説明会 

しおりセット(※) 
住居表示変更通

知書 
― 

平成 30年秋頃 
 第一次地区住居表示実施 本籍更正通知書 ― 

不動産登記に関する説明会 ― ― 

※しおりセットの内容物：新旧対照案内図、町名板・住居番号表示板、 

郵便番号のお知らせチラシ、お知らせ用はがき、 

不動産登記申請書、地元説明会のお知らせチラシ 
 
２ 第二次地区のスケジュールについて（予定） 

 第二次地区(平成 31年度実施) 配付物等 

平成 30年 10月 ― 実施案の説明会開催チラシ 

平成 30年 11月 住居表示実施案地元説明会 ― 

平成 30年 12月 ― 基礎調査開始のお知らせ(回覧) 

平成 31年１月 住居表示審議会の開催 ― 

平成 31年２月 

～秋頃 

実施案の告示 ― 

― 居住調査開始のお知らせ 

 横浜市会に議案を提出 ― 

実施の告示 ― 

 住居表示実施に関する説明会 
しおりセット 
住居表示変更通知書 

 第二次地区住居表示実施 本籍更正通知書 

不動産登記に関する説明会 ― 
 

第 17回検討委員会 資料４ 
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